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審議会等の会議結果報告 

１．会議名 第５回津市美里地区地域審議会 

２．開催日時 平成２４年８月２３日（木） 

午前９時００分より午前１１時５０分まで 

３．開催場所 美里総合支所 会議室１ 

４．出席した者の氏名 （美里地区審議委員） 

森川一正    中川達    小宮正充   若浪常 

平尾ヒサ子   村治敏子   今瀬靑佳   川口幸治 

中山修     山原敏昭   川井綾子   服部勝 

増井公生 

（事務局） 

 津市長 前葉泰幸 

 政策財務部長 盆野明弘  

 地域政策担当参事 南浦康人 

 地域政策課長 北川良治   政策課主査 海住愛 

美里総合支所長 石井厚人    地域振興課長 平田基洋 

地域支援員 山本秀則   地域振興課担当主幹 小柴勝司 

５．内容 １ 地域がめざす将来像について 

２ 津市総合計画後期基本計画への意見調整について 

３ その他 

６．公開または非公開 公開 

７．傍聴者の数 ０人 

８．担当 美里総合支所 地域振興課 小柴 

電話番号 ０５９－２７９－８１１２ 

E－mail  279-8111@city.tsu.lg.jp   

議事の内容 以下の通り 

地域振興課長 

 

 

 

総合支所長 

 

 

 

 

 

 

 

おはようございます。本日はお忙しい中、お集まりいただきまして誠

にありがとうございます。山原委員が遅れるという連絡がありましたの

で報告します。ただ今から第 5 回美里地域審議会を始めさせていただき

ます。初めに支所長よりご挨拶申し上げます。 

 皆さんおはようございます。委員各位には平素は市行政に格別のご尽

力を賜っておりますこと、この場をお借りして厚くお礼申し上げます。 

 本日は、平成 24年度第 5回美里地区地域審議会ということでご案内い

たしましたところ、多数のご出席をいただきましてありがとうございま

す。 

 さて、美里地域内の夏のイベントも地蔵踊りや小麦まつり等を残すと

ころでございますが、9月に入ると敬老会、地区の運動会等の行事も予定

されております。委員さんの中にも実行委員として、お世話をしていた
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だいている方がみえますが、よろしくお願いいたします。 

 毎日暑い日が続きますが、田園では黄金色に染まる稲穂がたわわに稔

り、これから日に日に稲刈り前線が北上してきます。 

 今年の作況指数につきまして、やや良の予報が発表され豊作が見込ま

れるところですが、今後台風等の発生により気象条件によりましては、

収穫量に大きな影響が出てくることが懸念されるところでもございま

す。 

本日は市長が美里地区地域審議会にお邪魔いたしまして美里地域が目

指す将来像につきまして、意見交換をさせていただきまして、その後、

津市総合計画後期基本計画への意見調整につきまして、ご審議賜ります

ようよろしくお願いいたします。 

 ありがとうございました。 

 当審議会の進行につきましては、地域審議会の設置に関する協議第 9

条第 5項の規定によりまして、会長にお願いしたいと思います。 

 また、本会議は公開で行うことになっております。 

 会議の議事録はホームページ上で公開されますのでご了承ください。 

 なお、本日の傍聴者はございません。 

 また、本日の出席者は 13 名中 12 名となっておりますのでよろしくお

願いしたいと思います。 

 地域審議会の設置に関する協議第 9 条第 4 項により、委員の 2 分の 1

以上の出席がありますことから、会議は成立しておりますことを報告し

ます。それでは会長よろしくお願いいたします。 

 それでは皆さんおはようございます。 

 本日、皆さん方には朝から頭が眠っている状態で第 5 回の審議会にご

出席をいただきましてありがとうございます。 

 審議会も第 5 回を迎えまして、皆さん方から活発なご意見をいただき

美里地域づくり、まちづくりに取り組んでいただいておるところでござ

いますが、懸案であります水源の森の活用方法、皆さん方のアイディア

やご意見をいただきまして、後期計画に向けて順調に進んでいる事と思

います。 

 また、今後ともよろしくお願いを申し上げます。 

 また、本日は今ご紹介がありました、市長が審議会へ出席をいただき

ますので、委員の皆様にはご協力の程をお願いいたしまして、ご挨拶に

替えさせていただきます。 

 それでは審議会の規定によりまして、議長を務めさせていただきます。

議題に入ります前に、会議録署名委員を村治委員さんと森川委員さんに

お願いいたします。 



3 

 

 

 

地域振興課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当主幹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 それではお手元の事項書をご覧いただきまして、議題の 1 地域が目指

す将来像について説明をお願いいたします。 

 第 4 回の美里地区地域審議会において委員の皆さんから、そちらに貼

らせていただきましたように水源の森の整備についてご意見をいただき

ました。 

 その中で具体的な整備に関する意見については各委員の強い思いもあ

り、それをひとつにまとめていくのは大変な作業になります。 

 検討委員会としまして、聞き取りを踏まえて大きな方向性のひとつと

して、水源の森を子育ちの場としての方向での整備を行い、子どもの遊

び、交流、学びの場となるような内容で進め、子ども達が自発的に学ん

で行く場となるような方向での意見調整を行った訳です。 

 また、子育ちの場や水源の森以外の観点からも大きな視野で地域が目

指す将来像についてご意見を頂戴したいと思います。 

 この A3と A4の検討委員会に出させていただきました資料について、

整理を含めて担当主幹から説明させていただきます。 

 ホッチキス止めさせていただいております A4の 1枚と、カラーの図面

をご覧いただきたいと思います。 

先般のご連絡の中でもいっしょに送らせていただいた図面と、同じ物

でございますが、前回の審議会において皆さんから意見をいただいた分、

それと図面で図示していただいておりました部分をできる限り再現した

つもりですけど、不足等あればご指摘いただければと思います。 

 まず、A４の方ですけど、水源の森整備に関する意見ということで、全

般的な部分に関することとしまして、出てきた意見をあげさせていただ

きました。 

 全般的な部分としましては、子どもを育成する観点から学校の場に役

立つような整備を、また、きれいな水を活かす整備、福祉関係で何かで

きればよいのではないか。それから、ボランティア活動を呼び掛け、草

刈り、清掃等定期的に実施してはどうか。それからメディアを活用して

水源の森を PRしていってはどうか。 

山川海のネットワーク等との連携を図ってはどうか、専任職員を配置

して業務を推進していったらどうか。 

 自然を活かし、自然を残した整備をしていったらどうか。また、季節

ごとに目玉となるものが必要ではないか。以上のようなことが出ていた

かと思います。 

 個別的、具体的な部分としまして、周辺に昆虫が生息するようにとか、

部分的に池等も整備してはどうかと、外周は網のフェンスを設置し田の

形は残していってはどうか。全体的に散策道を設置し所々にベンチを設
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置、倒木等も森林学習の場として活用してはどうか。 

 山菜、木の実、根菜等を収穫、湿地としての整備、個別な意見として

はこのようなことがあったと思います。 

次の A3の大きなカラーの図面ですけど、これにつきましては、それぞれ

委員さん方から、ご意見をいただいた部分について、極力拾い上げさせ

ていただき見やすいように色分けさせていただきました。 

 エリアごとにこんな整備をしていってはどうかというようなところ

で、ご意見をいただいた部分を大まかになっておるかわかりませんけど、

エリアごとの整理内容ということで、それぞれ落とさせていただいてお

ります。 

ちょっと発言したのと主旨が違うとか内容が違うとかあればご意見い

ただければと思います。 

今、事務局から説明をいただきました。 

 美里地域の将来像について、子育ちの場という提案がございましたが、

それに対してご意見、ご質問等ございましたらお願いします。何でも結

構です、何かございませんか。 

 今、事務局からご説明がありましたように、皆さんからいただいたア

イディアやご提案は大まかには入っておりますが、細かい所で「こんな

ものあったらどうや」という方がみえましたら言っていただければと思

います。 

 ご意見もございませんので、このような方向で進めていきたいと思い

ます。 

10 時から市長さんがおみえになります。地域が目指す地域づくりにつ

いて、ご案内させていただきましたように、大きな視点でお願いしたい

と思います。 

 まず初めに若浪副会長さんから、美里地域の課題も含めて将来像につ

いて説明をいただき、その後、挙手をしていただいて順次発言をお願い

したいと思います。 

 市長さんからはその都度、ご意見とかご質問がありましたら発言をい

ただくということで、進めて行きたいと思いますのでよろしくお願いを

いたします。 

 今、会長から話がありましたように、今までの経緯を説明させていた

だくのですが、手元の資料を見てもらったらわかると思いますけど、皆

さんは経緯等ご存知だと思います。 

 今日はせっかく市長さんがみえますので、経緯も含めて説明を聞いて

もらえればと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 副会長から概要を説明していただいて、その後皆さん方のご意見等を
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いただきたいと思います。 

 説明書を見ていただきまして、森林整備の経緯を細かくあげておりま

す。こんなものでどうですか。 

 ここまでしてあればわかってもらえるということで。 

 水道の取り入れ、いつ工事にかかりましたか。 

 長野川水源の水道は昭和４年に完成しております。 

 それ以来現在まで使用しておる訳ですね。 

 だんだん量が増えておる訳です。昭和４年当時、1日に何百トンぐらい

であったと思います。 

 大したものです。補修も何もせず毎日使っております。 

 市長さんがみえるまで休憩をしたいと思います。 

  （9時 15分から 9時 57分まで休憩） 

 それではお待たせいたしました。審議会を再開させていただきます。

ただ今、市長さんお越しいただきましたので始めさせていただきます。 

 市長さんにおかれましては、公務何かとご多用の中を美里地区地域審

議会にお越しいただきまして、誠にありがとうございます。 

 本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 限られた時間でございますので、さっそく議題に入りたいと思います

が、その前に市長さんよりご挨拶をいただきたいと思います。 

市長さんよろしくお願いいたします。 

 おはようございます。大変皆さんにはお世話になっております。心か

らお礼申し上げます。 

さて、この地域審議会 4月 13 日でしたか、委嘱をさせていただきまし

た。その折には地域審議会のご意見いろんな形で、おっしゃっていただ

ければということで申し上げておりましたが、今、総合計画の議論が進

んでおります。総合計画につきましては、服部さんに委員をお世話にな

っておる訳でございますが、地域審議会から各地域の課題とか、これか

ら「どういうことをやっていかなあかん」というようなことをおっしゃ

っていただいて、是非総合計画の中にしっかり折り込みたいと、総合計

画審議会の武田会長のご意向もございますので、今回は後期基本計画へ

の意見調整についてという議題が 2 番目にあるようでございますが、議

題の一番上の「地域が目指す将来像」そのものをスパッとこう書いてい

ただくと共に、どこの審議会でも冒頭に申し上げておりますが、あまり

きれいに書こうとしていただかなくていいと思うのです。「美里ではこう

いうことが課題なんや」と「こういうようなことは合併後ある程度でき

てきたけども、さらにこういうことをせないかんのや」ということを、

はっきりと明瞭に書いていただいてその方が多分、総合計画としても受
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け止めやすいといいますか、受け止めないといけないということだと思

います。そうしないと行政、いろんな順番があります。その順番にやら

ないといけないということで、どうしても先行してしまいますので、そ

んなこともありまして私としては、是非そういうふうに美里の地域から

はっきりとお書きいただければと思っております。 

 そんな中で、その後、総合計画審議会がございまして、今お手元に青

い紙をお配りしたと思うのですけども、総合計画審議会で私から審議会

にこういうような観点で、後期基本計画でご議論をお願いしたいという

ことを申し上げたこれ 1枚紙でございます。 

 若干の 2～3 分いただいた中からご説明申し上げますと、1 番ですね、

基本構想を尊重した後期基本計画の作成といいますのは、基本構想とい

うのは実は、計画自体 10 年の計画であります。従って平成 20 年から平

成 29 年までの 10 年計画、今年が 5 年目であります。 

 10 年間「こういうふうにやって行くぞ」ということは、基本構想とい

う部分で書いてありまして、この基本構想は議会の議決を得ております

ので、変更しないということでありますから、そのとおり普通のやり方

をやります。 

 従って 10 年間の方向性は変えないので、2 番目にありますように合併

後 10 年でやるべきとしていたことについては、確認して検証していかな

いかんということになります。ただ、そうはいっても、その後いろんな

状況の変化が出ております。例えば、東日本大震災はこの計画策定時点

では起こってない訳ですからその後起こったことです。 

 これを早急にやらないかんということは、ある程度優先順位が変わっ

てくるということがあると思うのです。 

 そういうことをしっかりと対応していかないかんということでありま

す。 

 5 番目は、技術的ですが、合併特例債というのは平成 18 年 1 月に合併

しておりますから、10 年間の時点で合併特例債を起こすことができて、

これは優位な措置がある訳です。途中で震災が起こったものですから、

日本全国 5年間延長しましょうというルールが 6月に法律ができました。 

 従って、今まで 27 年までにどうしてもやり遂げなければならんという

ことで窮屈だったのが、もう少し先まで延長することができるというこ

とになりました。 

 国、県事業の連携による積極的な事業の推進ということで、道路の話

は美里と片田と櫛形と 3 つの地区で力を合わせて取り組んでいただいて

いる、この 163 号のバイパス作りこれは何としても取り組んで軌道に乗

せていかなければならない話ですから、このようなことを含めて県にお
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願いしていかなければならないことですので、連携ということをしっか

りと打ち出して行きたいと思います。最後に対話と連携ということで、

地域の声をしっかり受け止めていきたい。こういう 7 つのことを総合計

画で申しました。 

 美里地域の課題の中でこういうような観点も含めて、ご議論していた

だきましてそれを総合計画で打ち出していく。それを総合計画審議会で

受け止めて、後期基本計画の中に盛り込んでいくという形になろうかと

思っております。 

 今日はその途中の段階でお邪魔をいたしました。 

 今の時点で市長にこういうことを確認しておかなければならないとい

うことがあればおっしゃっていただいたり、あるいは少しこういう方向

のことを考えておるのだけど、今日お話し頂戴いただければ私も総計審

にお願いしておる立場なので、総合計画自体が最終私の所で決定をしな

ければいけませんので、その決定の際に十分折り込ませていただきたい

と、こういうふうに思っておりますのでよろしくお願い申し上げます。 

 本日の審議会に本庁の方から、皆様から向かって左側でございますけ

ど、盆野政策財務部長と、私の左側ですけど南浦地域政策担当参事が同

席いただいておりますのでよろしくお願いいたします。 

 ありがとうございました。では早速議題の 1 の地域がめざす将来像に

ついてですが、美里地域の課題や方向性などにつきまして、副会長の若

浪さんから説明をいただきますのでよろしくお願いします。 

 今までの審議会の経緯、取り組み等の概要説明をさせていただきます

が、皆さんのお手元に概要説明書をお配りさせていただきました。それ

に基づいて説明をしていきたいと思います。 

 見てもらったらわかると思うのですけども、簡単に説明をさせていた

だきますのでよろしくお願いします。はじめに美里地域におきましては、

地域の課題として、人口減少を起因とする「地域産業を取り巻く厳しい

状況への対応」や「地域コミュニティの活性化に向けた方策」また、市

内の中山間地域における共通の課題でもある「獣害対策」そして他の地

域でも課題になっている「コミュニティバスのあり方」などの課題があ

りますが、特に美里地域の重要な課題としまして、合併２０事業の一つ

でもあります、「水源の森」に関して、経緯や方向性について説明します。 

１、水源の森整備経緯としまして、 津市総合計画前期基本計画におき

ましては、北部エリア「都市や自然と共存するふれあいの里づくり」の

中で美里水源の森の整備事業を位置づけております。 

水源涵養林等は、平成１５年２月ごろから、各地区での意見の聞き取

りを行い、「津市の水源涵養地として指定しているが、山林が荒れ放題で
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獣害の棲みかになっている」ことから、ほかの利用方法がないか住民か

らのご意見がありました。 

３月に建設計画の素案を議会に報告し、その後協議会に提出して審議

をいただいております。 

また、旧津市では平成１５年９月議会及び平成１６年６月定例会の一

般質問で美里村の涵養林について質問され、当時の津市の回答では、「津

市のまちづくり計画におきまして、『多様な自然環境の保全と新市が有す

る恵まれた自然環境の保全を図るため、長期的な視野にたった森林環境

の保全を進める。』と位置づけております。 

活用については、美里村と協議をいたしており『水源涵養機能を保全

しつつ住民の憩いの場・交流の拠点として活用できないか。』との要望を

いただいています。また、自然環境に恵まれた水道水源域としての、立

地特性を生かし自然とのふれあいを視野に入れたものにできないか検討

している。今後も引き続き協議をしていく。」と記されています。 

旧美里村では、平成１７年３月の定例会で、合併特例債の行方はどう

なるかに対する質問で、村長は、「特例債に対する議論を重ねてきたが本

村としては、産廃跡地の公園化、新開からの道路整備を提出しています。

この実現のために郡内町村歩調をあわせて取り組んでまいります。」と答

弁をしております。 

現在は、長野川流域環境保全協議会で「水道水源涵養補助金」をいた

だき、草刈り、間伐、広葉樹の植栽を実施してきております。 

また、平成２３年２月には、みえぎょれん主催の第１４回三重漁民の

森造成事業が行われ、会員１２０名が参加し、ヤマザクラの苗８０本を

植栽しております。 

美里地区地域審議会においては、平成２１年度に、「産廃跡地を有効に

活用して欲しい。」、平成２２年度は「長期的に考えて行くことを進めて

ほしい。大きなスケールを考えながらその方向性に進んでいるのだとい

うような考え方を持ってほしい。」、平成２３年度には、「水源を守るとい

う津市全体の見本となる森にしてほしい。」と、前任の審議委員からも意

見をいただいております。 

私たち審議会も、審議会を２回、検討委員会を２回開催し、これまで

の経過も踏まえ、美里水源の森整備の方向性について検討を行いました。 

２、整備の概要としまして、審議会における審議として、第１回目は、

地域審議会委員全員での現地調査を含めて意見交換を行い、第２回目は、

１回目の議論や各委員が個々に行った現地調査などを踏まえて、各委員

から整備の方向性や内容等について発言をいただき、審議を行いました。 

各委員の意見を取りまとめたものが、別紙のＡ３の図面とＡ４の一覧
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です。図面にありますように、具体的な整備に関する意見につきまして

は、各委員の強い想いなどもありまして、いろいろな意見が出ておりま

す。それを一つにまとめていくというのも、なかなか大変な作業でもあ

りますが、検討委員会での考え方としまして、全体の土地をある程度の

ゾーンに区切って、そのゾーンの大まかな方向性を取りまとめて、地域

審議会の意見としてはどうかということで、今年度中にも策定される予

定の水源の森の整備計画に向けて、地域審議会として意見をとりまとめ

てまいりたいと考えております。 

現時点においては、まず水源の森の方向性として、地域審議会としま

しては、「子育ちの場」としてはどうかと考えております。 

各委員からの意見を聞き取る中で、水源の森の整備は、水源涵養に資

する内容も含めて、子どもの「学びの場」、「体験の場」、「交流の場」、「遊

びの場」となるような内容を主たる整備内容として進めていき、そこで

子どもたちが自発的に、水の大切さ、いわゆる森の大切さなどを体験し、

学んでいくことで子どもが育つ場・「子育ちの場」となるようにしていく

方向で活用していってはどうかというものであります。 

そして、３、美里地域がめざす方向性としまして、このように、まず

水源の森を「子育ちの場」として位置づけ、ここを美里地域の地域づく

りの一つの核として、美里地域全体で「子育ち」を支援していくように、

地域の人や観光資源などの地域資源と連携し、美里地域内外の幅広い広

がりを基に交流人口の増加を図り、地域の活性化につなげていくという

ことが、美里地域がめざす一つの方向性と考えております。 

以上、現況をある程度まとめましたので、どうか審議の程をよろしく

お願い申し上げます。 

 ありがとうございました。ただ今、若浪副会長から概要、経緯等ご説

明いただきました。続きまして各委員さんからご意見等をいただきたい

と思います。 

 ご意見をいただく方は挙手でお願いいたします。限られた時間ですの

で、できるだけ手短にお願いいたします。どなたかご意見ございません

か。 

 村治さんお願いします。 

 失礼いたします。今、若浪さんから説明がありました津市の基本構想

の中のめざす将来像の中に、環境と共生し心豊かで元気あふれる美しい

県都と謳われております。 

 美里もこれから水源の森の整備をする訳ですけど、よい環境の中で心

豊かで元気な子どもを育てる、その条件には美里はぴったりで申し分な

いと思いますし、その豊かな心が育つまちとそういった条件を踏まえな
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がら豊かな心の育つまちに将来なるようにといっても過言ではないかと

いうように私は考えました。 

 そこで次の代を担う人間性豊かな子どもを育てる環境の場として、大

きく教育の場というのを入れたらどうかということを考えてみまして、

総合的に学ぶ場ということで学校と連携を取りながら、授業の一環とし

て利用をしていただけないだろうかと思いまして、小学校一校へお邪魔

していろいろ聞いてきました。 

 小学校は新学習指導要綱が、昨年度より実施されたということで、完

全実施ということでちょうどいい、これから時期的にはよい機会ではな

いかと思いました。 

 最初は学校でお話を聞かせていただいた中で、体験的な学習活動を通

して身近な動植物の観察とか、いろんな自然の中で直接体験をするとい

う、そしていろんなことを学んで表現できるような豊かな心を育ててい

きたいというようなことで、小学校 1 年生から 6 年生までの年間計画っ

ていいますか、カリキュラムというようなものを見せていただきまして、

もうすでに 1学期に項目の 8つ程済ませてもらってありました。 

 まだ、これから昆虫の観察とか 3 年生は「出かけよう自然の中へ」と

か 4年生になりますと、春夏秋冬の自然とか、5年生になりますとメダカ

の誕生とか、流れる水の動きとか、林業体験等いろいろ今後のことも組

まれておりまして、すでにヤギと遊ぼうとかしたりしているということ

です。 

 こういった身近な所で、そういった体験のできる場があるということ

は、今まで鈴鹿青少年センターへ行っていたのですが、遠くまで行かな

くても地元で有意義な、しかも美里のものとして楽しく体験ができると

いうことはいいことですね。他の学校はどういわれるかわかりませんけ

ども、学校の方針としては地域と一体化して、体験学習を通じてという

基本に学習指導要領はなっているようなことですので、是非そういった

所に参加させていただきたいと校長先生のご希望もあり、審議会の場、

また、「津市へ提案させていただきますけどよろしいか」と確認を取りま

したところ、是非お願いしたいというようにいっていただきましたので、

学校も含めて地域全体のことも考えながら、こういうような教育の場と

して利用していけたらどうかなというように思いますし、定着させるに

はまだまだですが、名称の公募をして小・中学生全員に意識を持っても

らうきっかけになるという意味で、学校と取り組んで小・中学生を中心

に意識も持たせていったらどうかなあと、また幼稚園・保育園は保護者

も関連しますので、保護者も含めながら、後、老人会、地域等に広めて、

とにかく水源の森というものの定着を図っていったらいいなあと、私は
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考えましたのでよろしくお願いいたします。 

 ありがとうございました。他に委員の方でご発言いただける方。 

 私も水源の森ではエリアの設定ができておりますけども、今、村治さ

んもおっしゃられたとおり、子ども達の場というのは大事かなあと、ま

た市内だけでなく市内外からも利用があるんではないかと思います。 

 これが本当の自然を生かした目玉になるのではないかと思います。自

然を大切にしながら、「いいのができた、こういうのも作り上げた、見事

なものができた」ということで維持管理をどのようにしていくかは大き

な課題だと思います。 

 未来への適切なプレゼントにしていきたいと思います。 

 他に。 

 先般いただきました津市総合計画後期基本計画の意見調整に向かっ

て、審議会やその他の所が方向付けられておりますが、この中にありま

すように 5 つのまちづくりの目標に沿って、北部エリアのこの地域、都

市や自然と共存するふれあいの里づくりに示されている目標等の具体化

の前進が必要であると思います。水源の森に関しましては、先程若浪副

会長も申されました過去の経緯でも、昨年の 2 月に行われました、三重

漁連主催のイベントが単発的でなかったか。 

 広く関心を持ってもらうためにボランティア団体等に活動を呼び掛け

て、定期的に、できれば毎月ぐらいに水源の森の草刈り、清掃等の作業

を行う必要があるのではないかと思います。 

 2 点目にメディアを活用して水源の森をアピールして山川海ネットワ

ーク、または新雲出川物語推進委員会があるんですけど、連携してイベ

ントの開催を継続して、総合計画後期基本計画の美里地域における重点

項目でもあるのなら、先程森川委員さんもおっしゃられましたように、

専任の担当職員を配置して常に目的、意識的に業務の推進に取り組む必

要があると思います。 

 美里地域が目指す将来像につきましては、試案ですけど、春夏秋冬の

月に 1 度美里の四季を歩こう会等イベント開催等、これは水源の森を起

点でもよろしいですけど、先程話にも出ましたけどもみさとの丘公園も

利用しながら地域の文化、芸能人をゲストに招いて同時にフラワービレ

ッジを中心に、季節の物産フェアーを開催し、美里地域ウォーキングコ

ースが定められておりますが、周辺に梅、桜、桃等を植栽して文字どお

り花の里になるべく市民に協力をお願いして、それと伊賀市にも呼び掛

けて伊賀上野城から津城までの国道 163 号線は改良計画がバイパスとい

う話が出ておりますけど、高虎歴史街道と名付けて地域の文化と遺産を

アピールする看板やパンフレットを作成し、この地域以外からも来訪者
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を増やすようにする。 

 特産物の奨励を行って、美里には美里在来大豆というのがございます。

味噌だけでなく、菓子メーカーに協力を得て「美里味噌を愛する会」等

のようなことが考えられますが、これらについて地域おこしになるかと

思いますが、県民の皆さんと懇談会、アンケート調査、研修を行って地

域おこし審議会等を設置しながら、具体的に実践方法を検討していって

はどうかと考えております。 

 今、3名の委員さんから発言をいただきましたけど、市長さん何かご意

見等ございましたらお願いいたします。 

 これは非常に我々としても、私としても重い事業として受け止めてお

ります。その理由としては 3 つぐらいあります。そのひとつは 20事業、

当時の美里村が、合併の際にこれを重要な事業として津市に持ち込んで

おられるのは事実です。 

 2 つ目は津市民の水道水です。大きな部分を美里の伏流水からいただい

ておるということはこれも事実です。 

 私、今年で 50 歳になりましたけどずっと育ててもらった水です。それ

を大切にしていかないかんということからしても重要だということで

す。 

 今、森林環境税の話が進んでおります。三重県で森林づくり税という、

要するに森林環境保全のために、目的税として県民税の上乗せという形

で、今検討が進んでおりまして、これは増税なんで私は積極的には賛成

はしてないのですけども、ただそういうので、県税ができるのであれば、

仮にこれは最前線である市、町にしっかり環境保全のための仕事をして

いるので、それの財源として活用をしてほしいということをいっている

訳です。仮に森林づくり税のようなものができるとすれば、その税収で

やっていく事業として、このような事業は非常に当たりやすいような感

じがしております。これはまだ整理ができていないので感覚ですけど感

じがしております。 

 そういう意味では一気にというのは難しいように思いますけども、

着々と取り組んでいかないかんと思っております。 

 ありがとうございます。他に何か。 

 第 1回、2回と皆さんいろいろ審議をされまして、副会長から説明もご

ざいまして重複する点もありますが、自然を生かした学習体験ができる、

子育ちの場として多くの家族が参加ができ、また、体験される場、鑑賞

の場として、参加された方が楽しく満足を味わってお帰りになるという、

そういうゾーンの整備を図る必要があると私は思いますが、ただ一つ問

題点は獣害対策でございます。この場所においては鹿の繁殖地といって
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もいいぐらいの場所です。 

 周囲を金網等を張って獣害対策をしなければ何をするにしてもだめで

す。 

 鹿の降りてくる道を作ってあげるようなものですね。 

 私もハンターをしておりますが、非常にここでは鹿が住まいごこちが

いいのか数多くおる訳です。 

 経費がかかりますが、その対策をしないといくらいろいろなものを植

えても皆獣害でやられる、こういった頭の痛い問題ですけど、いずれに

しても我々検討した結果を後期計画にのせさせていただいて、実現に向

けて、市長さんもお越しいただいておりますので、優先順位を早くして

いただいて、実現に向けてお願いしたいなあとこれが希望です。 

 獣害を防ぐのにどういう方法がありますか。 

 防ぐには、金網を周囲に貼るしか、ゾーン別にでもいいんですけども、

一気に張ろうとすると膨大になりますので、事業をやろうとする場所ご

とでもやむをえませんが、金網を張れば飛び込んで入れば別ですけど、

そうでない限りは防げると思います。 

 それは農地ですか、山ですか。 

 山です。本来は外周に張るのが一番いいのですが、そこまではちょっ

と経費がかさみますので、ゾーン別に区切って張っていくのが一番大切

になってくると思います。 

 獣害対策は市・町長同士で話が出るんですが、山の一角に鹿がおれる

場所を作ったらええとか、もっといえば山を人工的に作って鹿さんにお

ってもらう場所にしたらという話もあります。 

 一旦下へおりて来ておいしい物を食べてしまった鹿は、そこへは戻っ

ていかんという説もあります。 

 オオカミを放せば鹿の子を食べますから減るということになります

が、人的にいろいろ被害を及ぼす恐れもありますので、もうこの山間部

でありますので、とっても増えるというのが現状です。 

 猟友会がかなりの実績をあげておりますが、まだまだ減らないのが現

状です。 

 昔はキツネがたくさんおりました。そのキツネが子を産んで鹿等をつ

まみ食いをしておりましたが、金網を張るのも大切ですけど、私はキツ

ネを放したらどうかと思います。昔は個人で鶏を飼育しておりました。

その鶏をキツネが襲うので、キツネをとらなければいけないというので

とっておりました。 

 下で生まれた子は下におるんです。 

 ヤギも同じで普通は 1 頭ですけど、えさがふんだんにあるので 2 頭ず
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つ生まれます。  

 下でするのは、大きな対策でいえば、この水源の森も 4 つのゾーンに

分けてそこだけする。そこができたら次やってみるというふうに。 

 金網であれば、まず間違いないと思います。 

 全体張ると 2㎞ぐらいかかります。それだと経費もかかります。 

 獣害対策をしながら水源の森整備をしていくというモデル的なものに

していくということですね。 

 特に、美里地域全体が獣害にたいへんな被害を受けて苦しんでおられ

るということですね。 

 キツネは肉食ですので野菜は食べません。 

 キツネは野菜食べないのですか。 

 それを放してまったく 1匹もいなくなる可能性はあると思います。 

 そうなったら農林水産大臣表彰ものです。 

 私は関町ですけどキツネおりますよ。 

おっても数少ないと思います。 

 数は少ないです。庭まで出てきますよ。 

 キツネ放してしまうと全部いなくなった。保護団体から文句が来ます。 

 猟友会も困る事もあります。 

 物理的にどう考えても多すぎるので、個体数調整は必要です。今、保

護団体というお話がありましたが、私は本当に最初、いろんな方が獣害

対策といっても結局殺す訳ですよね、可愛そうやと言われていた時に、

半年ぐらい言い続けていたんですが、獣害で畑を荒らされて途方に暮れ

る、おばあちゃんの後ろ姿を見せて、どっちが可愛そうかということで

だいぶ話をして、最近は町の人から可愛そうという声が出ません。次に

何を言うかというと「もったいない」と言われる。撃った鹿が食べられ

るようになるためには、大変な作業があるのだということは知られてい

ません。 

 ある程度共存していく方法もっていう気がするのですけど。今風車が

30基、40基あります。まだこれから増えてくると思います。 

 あの辺を利用して逆に今、風車で鹿が逃げるという話が出ております。 

逆に鹿の好きなにおいをまいたら、上へいかんかなあ。 

 これ、保護団体も悪いのです。「メス鹿をとるな」ということでやって

きましたが、増えたらメス鹿をとってくださいと、今までハンターはオ

ス鹿しかとれなかったのです。 

 今も服部委員もいわれましたが、1頭しか生まれない鹿が 2頭産むとい

うのが現実です。 

 その場で埋めてもらっておるのですか。 
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 食べて供養ですので食べております。残骸だけ埋めております。 

 今、いろいろと進めていただいております。一ヶ所で料理場所を早急

に進めていただいて、我々がどうにもならない時はそういう所へ持って

いって、皆さんにおいしく食べていただく。 

 それはどういう状態で森川さんが持っていくのですか。 

 「丸っぽで持ってこい」といわれれば持って行きます。 

 丸っぽで持っていっても食べられるような状態ではない。 

 食べられません。腸ぬきといいますか「腹を出して持ってこい」とい

われれば、それを持っていきますし、また「皮を取って裸にして持って

こい」といわれればそれも持っていきますし、いろいろ方法はあると思

います。それを受け取ってもらう所がないものでどうしようもないです。 

 福井県の小浜町ですか、そういう有害鳥獣の食肉公社を作るという話

を聞きました。 

 三重県によく話をするんですけど、「鈴木知事もそんな鹿肉を食べてお

るところばかりテレビに出てないで、鹿肉を作る場所を三重県にひとつ

建てたらいかがですか。」とお願いしています。  

 時間の問題がありますので、どこへ作るといったって三重県中の獣害

対策で鹿をそこへ持っていったら作ってもいいんですけど、持っていく

のは難しいですか。 

 夏場は難しいです。 

 冬は 1週間川に浸けておいても問題ありません。夏場は難しいです。 

 年中とるんでしょう。 

 有害駆除出れば年中とります。特に夏場はちょっと置いておいたらだ

めです。 

焼き場があればいいんですけど。 

新しく斎場が完成すると、久居が空いてきます。その炉を使ったらど

うかと思うんです。 

 人様用のでは鹿は入らないです。 

 人は箱に入れるのでと違いますか。 

 それは入れ方が悪いのと違いますか。 

 相撲取りでも焼けるのに。 

 足縛ったり角丸めたりしたら、それは入らんことはないかもわかりま

せん。 

 体重的には 70kgぐらいですから人間と変わりません。 

 余談ですけども、今鹿の話が出ましたので、今朝たまたまテレビを見

ておりましたら鹿肉を燻製にする、そうすると鰹節といっしょの味だそ

うです。これは日本初めてとテレビでしておりました。おいしくないけ
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どそんなこといわんと、それを美里の特産物にならないかなあとふと思

いました。 

 特産物にしようとしたら、ちゃんとした処理する施設が必要です。 

 そうやで美里へ作ってもらう。 

 美杉で燻製を個人で作ってみえる方があります。 

 私も君ヶ野で研修があって、その人と知り合いになって試食させても

らいましたけど、おいしかったですが作るのが難しいようです。 

 いぶして 1 ヶ月ぐらいかかるようです。昔の鰹節けずりでけずってみ

えました。 

 私がいただいたのは薄くスライスしてありました。 

 それでは他に委員の方、何かございましたら。 

 水源の森に関して皆さんからいろいろな意見が出ましたけど、私ちょ

っと農業の後継者について感じたことがあるんですけど、農業をするの

に後継者が非常に少ないので、各地区で農家組合を作って農業ができな

い家の田んぼをまとめてやっておるんですけど、そういう農家組合自体

が高齢者になってきて、若い人が入ってもらえないということで、非常

に難儀しております。 

 私は、たまたまフラワービレッジで役員させてもらっておりますが、

今年の夏休みに中学生の子が、おじいちゃん、おばあちゃんの作ったブ

ルーベリーを収穫して、家で選別をしてパック詰めして美里フラワービ

レッジの値段をつけて販売にかかわっておるそうです。夏休みの手伝い

の一環としてやってみえて、おじいちゃん、おばあちゃんは感心やとい

うことで売上げの一部を子ども達にお小遣いとして渡しておるそうで

す。働く喜びも選別も丁寧にやってくれるし、喜んでやってくれるので

有難いといわれました。 

 小学校では無理かと思いますので、中学校で農業体験学習をやっては

どうかと思います。大人になって急に農業をするのは無理です。 

 他に委員さん方何かございませんか。 

 私は自然を活用した美里ブランド作りを提案したいと思います。 

 ブランドといいますと商標とか銘柄とかいいますが、美里そのものを

ブランドになるようにということで、自然の景観やのどかな田園風景の

中で交流の場として、森の手作り塾を、水源の森の中でいろんな整備を

すれば、虫とか鳥等、池を作ればメダカも出てくるかも知れませんし、

ホタルも発生するかもわかりません。そういう中の観察、ふらっと体験

とか食育、薪拾ってきてかまど作ってご飯を炊く。昔はこんなんやった

という交流の場を作る。 

 都市との交流が経済の活性化になると思いますので、遊休地の活用と
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市長 

農業の活性化を目指して、農業法人を立ち上げて都市住民を受け入れて

江戸時代から続いている美里在来の豆をオーナー制度を取り入れ種まき

から草取りから収穫まで全部してもらって、美里味噌作りの体験をして

もらうという、そういう農業を目指したらええなあと思います。美里と

いう名前を皆に知ってもらうということが、美里のブランドになると思

います。 

 まだ、発表することはできないかもわかりませんけど、美里に来たい

という人がたくさんみえて、国際的に活動してみえる演劇家ですけど、

その拠点を美里に置きたいという希望を持ってみえます。今、フランス

で活動してみえます。 

 写真家の松原さんもみえますし、木工してみえる方もみえます。よそ

から来てみえる方がたくさんいて、美里に来たいとなるように美里全体

がブランドになればと私は思います。 

 かねてからお願いしておりました、市長、実は市役所へ今日 11 時 30

分には着きたいので、申し訳ございませんが会議をここまでと一応させ

ていただいて、市長から講評をさせていただきたいと思います。 

 現地を初めて見学させてもらって、どんなことができるだろうかとい

うことを考えさせてもらって、津市の水道水源ということで何をアピー

ルするかというときれいな水、地形的に棚田、これをいかに整備してい

くかを考えたんですけど、ひとつは池を作る、大きな池には鯉を放す、

小さい水田に水中生物の観察場所とか、畑を作って植物採集とかそうい

うこともできるんじゃないかなあと地形的に思いました。 

 子ども達が来たら、周遊道路、これがいちばん大事やないかと、大人

でもすぐそこが展望台に行きたいと思うし、そういうのを作ってもらっ

てもいいんじゃないかと思います。 

 後、一晩にして獣害に荒らされてはいけませんし、その辺は網とかを

張ってもらうのも重要かと思いますし、子ども達が来たら水洗トイレと

か、勉強する東屋とかも必要ですし、そういう整備ができれば理想です。 

 雑木林もありますので、名前を覚えてもらったり、どういう昆虫が生

息するかいろいろあると思います。 

 美里地内にも大きな風力発電ができておるんですが、その辺も完成す

れば、先程も含めて道路整備されたらここで体験学習をして、美里地内

の旧トンネルの入り口とか、歴史とかひとつのルートになって観光の場

所になるんではないかとそういうのを考えました。 

 市長さん公務もご多用でございますので、もうこれで一応市長さんの

挨拶を受けまして、審議会を一応区切りたいと思います。 

 いろいろとご意見いただきましてありがとうございました。 
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 この水源の森については、アイディアをたくさんお話いただきました

ので、今年一応基本計画を作るということになっておりますので、その

中でしっかり取り組んで、そして来年度以降、どこからどういうふうに

手をつけていいか、ちょっと専門家のしっかりした技術の面で議論した

いと思いますので、予算等を確保していかないかんなあと思っておりま

す。 

 それから獣害対策、これも重要です。いろんな課題の中でかなり水源

の森の中で現地まで行っていただいて入念に議論していただいておるこ

とには敬意を表する次第です。後 2、3分おりますので、この他のことで

も、これだけはということがありましたら各委員からお話をいただいて、

それを伺って失礼しようかと思っておりますのでよろしくお願いいたし

ます。 

 市道上原・樫木原線ですけど、新開まで整備していただきました。 

 あれは観光につなぐという目的でしたが、状況が変わりまして国道 163

号が庁舎から上で事故があると、もうまったく国道 163 号がストップし

てしまいます。バイパスがないのでそれで地元としては何とか検討して

いただきたいと、市長さんに特にお願いしたいと思います。 

 長野トンネルができて、今とにかく片田の集落の所をバイパスの計画

がありますので、あれも美里から見ても是非津インターへのアクセス、

時間短縮としては必要なものだと思います。それも進めながらというこ

とになりますので、すぐできるかどうか三重県に協力をお願いせんなら

んのですけど、今回北長野の今までの計画、こっちへあがって行くのを

20 事業の時にこういったんだけど、こっちやというようなことで整理し

てもらうんであれば、後期基本計画の中に構想変更と書き込んでしまう

というのもひとつの方法です。 

 すぐできるかどうかわかりませんけど、地元としてもこっちやという

ことであれば計画の修正をしてもらった方がいいかもわかりません。 

 これは地元の皆さんがそういう考えですか。 

 実際に通る所がない訳です。大きな車が農道を通りますので、対向が

できないので一瞬困ったことがある訳です。その続きを最終でも南長野

の青山高原入り口までやっていただければ、白山の方へも抜けられます

ので、最終には長野の加工センターまでいけばいいんです。 

 ありがとうございました。市長さんが退席をされますので 5 分ぐらい

休憩をとりたいと思います。 

  （11時 05分から 11時 13分まで休憩） 

 それでは審議会を再開させていただきます。 

 今までいろいろ皆様方からご意見いただきまして進めてきましたけど
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も、他にも美里中山間地でいろんな問題等ございました。特に農業問題

等ありましたら担い手とか、いろいろ苦労されておる現実の問題を踏ま

えて、これから将来農業をどうしていったらいいのかという、ご発言も

いただければと思いますが。 

 私ども地域審議会をずっと回らせていただいておりまして、特に今、

中山さん、山原さんがおっしゃっていただきました。 

 ひとつは担い手の育成であったり、それから農地を保全していくため

の集団営農の可能性とか、きちっと守っていくにはその生産が流通に乗

らなければならない。ブランド化を含めてこれは津市の山間部の共通の

思いで、私は次の後期基本計画では農林水産業のこの一番根幹を成す部

分は、皆さんの意見を真摯に受け止めて、気持ちとして、ここを大事な

形で書き込んでいきたいと思っております。もちろん獣害対策の深刻化

さというのは、荒れた山を元へ戻す所から始めないと獣害対策の根本が

立ちいかんように、この農業の振興にしても今担い手をしていただいて

おる方々が次世代へバトンタッチしていくために、どうしていったらい

いのか、いろんな形でご提言いただければありがたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

 どうですか、他の委員さん方。 

 今抱えております少子高齢化問題そのものが解決できるのか、だんだ

ん進んでいく方向にあろうかと思います。その中で農業の連作を主体に

考えておる訳です。 

 これは比較的手間のいる仕事です。作業も多いし後継者不足だとかそ

ういうものから見ると変化していかないと現状は解決できないと思いま

す。 

 作物は米からもっと違う色々な物を、県の方や津市の方で総合的に研

究してもらって、違う作物を作って行こう。この中に獣害に強い、被害

を受けない作物を含めて、そうすることによってもう少し手間がかから

なくなったら、ある程度集約的にやる人も出てくるかわかりませんとい

うような感じがするんですけど。 

 作物の研究をしてもらいたいと思います。 

 中山間地にあったことですか。他にどなたかご意見ありますか。 

 今、今瀬さんが言われた、それには美里町全体で地質調査をせなあか

んと。例えばキャベツひとつ作るにしても、そのキャベツが適しておる

かどうか、適していない所へ作ってもあきません。ここは何が適してお

るのか、まずそれから始めないと私はあかんと思います。ブランドは確

かにいいです。 

 同じものを皆が作って出してもはける所はしれております。だから土
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地に合ったもの、米以外に合ったもの、それで採算が取れれば、農協さ

んにも入ってもらわなあかん。 

 まず地質調査をしていただいて、どんなものができるかということが、

まず大事やと私は思っております。 

 他にどうでしょう。 

 私も営農組合を引き受けておるんですけど、やはり安定しておりまし

たので米もよかったんですが、今、林業にしても農業にしても自由にな

りました関係で採算が合わないというのが、ひとつのネックになってお

ると思うんです。 

 どうしても農業は副職のような考えであって、若い方も一生懸命にな

ろうとしない。ということはなぜかというと一生懸命努力しても、結局

利益がないと、それならばいろんな所で働いて、あるいは残業してとい

うふうなことで担い手も少ないと、まあこういうことで先程も 2 人の委

員から意見も出ましたけど、作物を変えるのもひとつの方法ですが、何

とかこう難しい話ですけども、補助金でも補っていただいて、もっと米

作りあるいは林業等も生活の元になるような考え方も、ひとつの方法で

はないかなあと思います。 

 私は思うんですけども、美里の地域だけを考えると大規模農家という

専門的な農業はない訳で、個々に農業を営むという所が多いもので、や

はりそういう方々が農業を作って自分とこの食べるだけをやってみえる

方はそれでいいんですけども、やはりそういう物を出荷場といいますか、

その物を作ってそこへ出せる。また畑まで取りに来てもらって物をそこ

へ集めて、加工するものは加工場へ運び、また、販売する所は美里フラ

ワービレッジがありますので、それ以外へもネットワークを広げてでき

るような、意欲をなくさんようなシステムを作らないと、絵に描くと簡

単ですけど、農業をする人は高齢化してきておりますので、その人たち

でもやれるようなやり方を作っていかなあかんのと違うかなあと私は思

います。 

 ある地区の地域審議会でもそうだったんですけども、例えばひとつの

新しい道の駅でも結構ですし、いろんな地元の特産品を販売しようみた

いな形の意見等発想が生まれた時に、ネックになるのが供給といいます

か、地元の皆さんが自分の畑では作るけどもそれをどこへ持っていくの

か、要は作って集配してどこどこへという部分まではとても高齢者では

できない。そういう部分がある中で次の一歩が出ない。逆に農協さんへ

契約されている所は、そういうシステムがきちんといっております。 

 例えば、もっと付加価値というか生産価値の可能性はあるんでしょう

けど、なかなか現状、今会長おっしゃってもらったように、作る所から
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流通の所までが不安定と。 

 補助金を出して、抜本的な改革でなくて、皆さんが美里の物はおいし

い、欲しいとおっしゃられるには、ブランド化という付加価値の高い物

を作り上げていただく中で、それが要は流通の中で営利に考えてもうま

くいくじゃないですかというようなそんな販売戦略みたいなものを考え

ております。 

 ひとつはそういうような形で、流通ルートを改革していこうとすると

供給する部分で本当に作っていただけるかという部分があって、いつも

どっちが先かじゃないんですけど、あるときはこっちがだめだから作れ

ない、こっちは作ろうと思ってもないからだといってだんだん離れてい

く。 

国の補助メニューで作物に対する補助じゃなくてそういうような形

で、集団的にある程度のものが供給できるようなグループを組んでいた

だいたら、そういう立ち上げ等に補助させていただきますというような、

いろんなメニューがありますので、持ち帰って、こういう部分もありま

すというように、各地域の地域審議会共通の思いでありますので、少し

勉強させていただきながら、この部分は政策協議で市長交えてきちんと

農林水産とも、私も協力させていただきまして、総合計画の中でも特に

この第１次産業の部分は力強く書いていけばと思いますので、その節は

ご意見を頂戴したいと思いますのでよろしくお願いします。 

 他に何かありますか。 

 農業関係に対しては、地域別にグループができておりますけど、それ

は減反対策するためのグループは営農組合が作っておりますけども、そ

れじゃなくてシルバーさんがグループ作ってみえるそれもひとつですけ

ど、60 歳から 65 歳定年を過ぎて戻ってきて、そのぐらいの年齢の人が

グループを各地域で作って、そのグループの人に補助金が出ておる形で

す。 

我々審議会が、そのグループに何々作ってほしいとお願いをしていっ

て美里を盛り上げていくとこういう形がいいんじゃないかと思います。 

 すいません、もう少し具体的に申し上げます。 

 今回 9 月の補正、国のメニューで、ひとつは担い手の方が、後継者育

成ということで若い方で脱サラされた方がみえます。そういう方が本格

的に農業に専従していこうとするとある程度の年月、5年間なら 5年間、

仕事をするのに覚えていく時になかなか収入があがりません。 

研究期間の間はきちんと国が手当てする制度に県と市が上乗せしてと

いうのを、9月から始めさせていただこうと思っております。 

 それを手厚くやろうと、これは役所が地域へ入って地域のご意向を聞
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いて、やるんやという方がみえたら、まんべんなくやっていこうと。 

それともうひとつは農地のことです。高齢で後継者不足といいますか、

息子さんが遠くへいかれたこういう部分をきちんと、だれか継いでいた

だける方があれば提供しますということで、ある程度規模がまとまりま

したら、その地域別に集団営農に関して、補助を付けていくという制度

もございます。 

 過去もあったんですけど、このままじゃいけないということで、今年

は特に国の補助がありますので、これは農林水産が JAさんと一緒に各地

域に入って、とにかく手をあげてほしいと、その農地プラン、人作りプ

ランというのを今作成しながら、最終これを決定すればこれに乗ってい

けることもできます。 

 こういう仕組みがこれだけじゃなくて、これからもいくつか出てきま

すので、私どももアンテナを張りながら、逆に地元からもこういうメン

バーが、こういうような形で参加したいというのを総合支所にご相談い

ただければ、すぐに連携が取れるようにやってまいりたいと思いますの

で、この会議が終わりではなくて、例えば 1ヶ月、2ヶ月やってみたいと

いう方がみえましたら、すぐに総合支所に連絡いただければ、私ども政

策と財政も持っておりまして、国へ、こういう人が見つかったと補助申

請ができる訳です。そういう連携を本当にきちんと高めていこうという

ことで、今年新たな一歩を踏み出しますので、是非そういうご連絡とか

情報提供をお願いします。 

 もうひとつお願いですが、農協さんにもお願いしましたけど、なかな

かやってくれませんので、機械のリースですけどもこの辺小規模農家が

多いもので、皆、高齢化になり後を継ぐものがいない。農機具高くて購

入できないし特に 1 年の使用期間も短いもので、農協さんにも機械部あ

りますのでリースをお願いするのですが、採算が合わないのでやっても

らえないです。 

 定年を終えて帰ってくる人も農業をする人もみえると思いますが、機

械がないとなかなか始める気にはならないし、健康の面でも農業やって

おる方がいいと思うし、機械のリースがあるともう少し農業が続くと思

います。 

 本当にこれは、市役所の職員も農家の方がたくさんいらっしゃって一

番ネックが機械ですね。トラクター1 台で何百万円かかり採算が合わな

い。そんな中で田んぼを 1回荒らしてしまったらもう 2度と戻らない。 

 森林組合とか事業の中で、間伐なり社会貢献していただく所は補助が

ありますが、小規模の個人経営のところにはいき渡らないです 

 これは来年以降に県政要望できちんと、知事と市長が膝を突き合わせ
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て話ができる機会の中で、農家の切実な思いをあげさせていただきます。 

 農協がいちばんネックになっているのは、あそこはピンはね工場なん

です。何を出しても頭からピンはねしているので、あまり力を入れない

のです。「あれ作れこれ作れ」ていうて要はピンはねしておる訳です。 

 だからそれを自分たちで作った物を自分とこで販売する。これがベタ

ーな姿だと私は思います。 

 それと林業で間伐材、今の話聞くと火力発電のチップ燃料が出てこな

いので稼働率が悪い。美里でも間伐材ができるのですから、市も協力し

ていただければ、間伐してチップにどんどん出せる。火力発電が実際に

40％ぐらいしか燃料がなく入ってこない、そこらの情報があれば作って

ほしいです。 

 間伐材は本当にたくさんありますが、採算が合わないので山から切り

出せない。結局は輸入材の残りの部分で価格競争するのです。そういう

中で、何らかの方策がないか、原子力に代わる代替エネルギーで目がい

くのがメガソーラーであり、風力であったり、小水力であったりとかで、

なかなか間伐材使用したものとか、要はこれが炭化して高カロリーの物

が出せるという採算性を持っていく中で、経産省もこれがネックになっ

ておる訳です。 

 この 6 月まで経産省から副市長が来ておりましたけども、すごく力を

入れて間伐材の有効利用を考えておりました。 

 もし山から切り出すことができれば、根本は山の整備等です。山をこ

れ以上荒らさないためにはどうしようというところから、役所の方もや

っていかないかんなあと、その中で道ができ、間伐材も降ろせるように

なったら、今は雨がいっきに降って川をせき止めて、昨年も美杉の方で、

橋や家が流れたとか、土石流ですとか、自然発生した被害にも対応でき

るように力を入れていかなと思っております。 

 これ帰ったら治山の担当も含めて、情報共有をきちっとさせていただ

きます。 

 他に何かございましたらどうでしょうか、委員さんご意見等ございま

したら。 

 この総合計画に是非、生の声を織り込みたいと思っておりますので、

私どものイメージでは、ご提案をいただいた部分を、本当にそのまま加

工しないで載せたいくらいの気持ちを持っております。 

特に初めての経験なんですけど、きらびやかなきれいな言葉で書いて

ある計画よりは、獣害であったり、農業であったりという部分を含めて、

これから美里が将来にわたって、どのような町であるべきか、中でも切

実な思いだとか、ここだけはどうしてもクリアしていかなあかん問題が
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あるんやという部分を、浮き彫りにするためには是非そういう思いをま

とめていただいて、次回の総合計画審議会で発表いただければと思って

おります。 

 今日 5つぐらいお聞かせいただいたのですけど、どこも一緒です。 

1地域だけの問題じゃなくて、津地域全体の問題ですので取り組まざるを

得やんと思っておりますので、その声が力強ければ強い程、我々もいろ

んな部局に対して、こういうプランはいるというのじゃなくて、出して

来てくださいと、そのお金は我々が財政保証しますという部分まで言い

切りたいと思いますので、是非生の声をお書き込みいただきたいと思い

ます。 

 他に委員さんよろしいでしょうか。どんなことでも結構です。部長さ

んがおみえになっておりますので、生の声を聞かせていただければと思

います。 

 今も意見たくさん聞かせていただいて、新しく関心を持ったこともあ

ります。 

 こういう場で皆さん方に聞かせていただいて、特に後継者問題で各家

庭で年寄りが残っており、一人暮らしの方がたくさんみえますし、田畑、

山を持って将来どうしようかという悩みを持ってみえますので、それを

どのように活かしていくか管理していくかについて、行政側の方が地域

に入って懇談会をしていただきました。行政のメイン、プランはどのよ

うなものがあるかということを、皆さんにお知らせをしていく活動が

時々広報に出ることはあります。 

 地域の懇談会で知らせていくので、是非行政、森林組合も入ってもら

って地域懇談会をお願いしたいと思います。 

 森林税の導入ありますね。あれ取り止めかなあという話でした。森林

と農家と都会全体的に交流をして、理解していかなあかんと思います。 

 森林税の話、もっと議論してもらって賛成、反対いろいろあると思い

ますが、それを中心にして理解が深まるようにやってもらうのがいいか

と思います。 

 森林環境税は今も市長申し上げたとおり是々非々ございますし、きち

んとそういう合意が得られた中で、もしそういう税が創設されるのであ

ればそれをご負担いただく皆さんのために使わなあかん。この前からあ

ります復興増税ご存知でしょうか。少し皆さんの住民税、県民税から 500

円ずつ上乗せさせていただき、5年間限定で税を徴収させていただいて、

とにかくこの 5 年間いただく分を前倒し前倒しで、全部県、市でやる防

災減災事業に使ってほしいという制度がスタートしております。 

 私ども 5年間津市で金額が、推定しますと約 8億円の収入となります。
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この収入を逆に付け足しするぐらいの勢いで、国は還元するよという部

分できちっとした制度化をしていただいております。 

 当然この 5 年間で得られるであろう 8 億円については、その数倍以上

のものを例えば、津市のいろんな減災防災の事業に当てられるという制

度で、県が同じようなことができるとは思いませんけども、少なくとも 1

年間に津市で 2 千万円か 3 千万円ぐらいの収入予定とするなら、それ以

上の付加価値を付けて還元すべきやということは、今日も、県政要望で

きちっと決まったら言おうねということで話をしておりました。 

 議論が進んだ後でこれがそうなされたら、津市としてはこういう里山

の保全ができなくなり、鹿が降りて来てという部分で、根本的なものに

使えるように手をあげていきたいと、堅い信念を持っていましたのでそ

れを本人も受け止めておりますので。 

 ひとつだけちょっとお願いします。 

 全体が高齢化になってきております。市としてどういう対策といいま

すか、市のビジョンといいますか、高齢者対策でこういうふうにやって

いきたいというのは市としてありますか。 

 踏み込んだ話をしますけど、今 1億 2千万人の人口がたった 30年、40

年で 8千万人に減る、これ事実そういう推計が出ております。 

 これは美杉の地域審議会で、昭和 30年代で 1万 8千人いらっしゃった

のが、今は 5千人、この 5千人の高齢化率が 50％、美杉はひょっとする

と 40年後には半分以下の数字が現実のものになってくると、その時に地

域審議会の委員さんがおっしゃったのは、自分たちが 1 万 8 千人から 2

千人に、この大きな美杉の中で、すべてがなにもかも同じ施設、同じ人

間で過ごせる訳がない、そういうの見越して町の集約化っていいますか、

そこまで踏み込んでのご提言がいくつかの地域からあります。 

 今いちばん大事なのが先祖代々からの土地っていいますか、私有財産

を制限してしまうような部分で、行政としてはなかなか踏み込めない部

分がありますけれども、30年後、40年後にはこういう状況が現実に起こ

りますと、その時にモデルプランとして、例えばこれは美杉のご提案な

んですけども、5つの地区の方々がどこかに集まっていわゆる町並みを形

成して、残してきた田畑についてはきちんと整備しながら、集団で営農

する農業ゾーン、住宅ゾーン、そういう部分の中でひとつの地域を作っ

ていかないと無理なんじゃないかと、現実に住民の方からご提案もいた

だいております。 

 真剣に、この 710㎢というのはシンガポールと同じ面積で、今 28万人、

40 年後にひょっとして 20 万人を切っておる状態の中で、同じように国

道 163 号を拡幅して、国道 368 号もやってというのが本当にできるだろ
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うかという部分も、現実に考えていくと、力強い地域の方々の提案とい

うのは、一番の施策の原型になっていくと思うんです。 

 何もありませんというのじゃなくて、思っておることはたくさんある

んですけど、それは貴重な皆さんの財産を手放すというか、先祖代々守

ってきたものをこうやってという、一方的な思いだけで人の心というの

は納得する訳がありません。 

 やっぱりこれは地域の皆さんが、次の世代に生き抜くためにはこうい

う形でというご提案をいただくというのは、施策としては力強い根本じ

ゃないかと考えております。 

 時間も少なくなってきましたので他によろしいでしょうか。 

 それでは予定の議事はこれで終わらせていただきます。事務局の方そ

の他で何かございますか。 

 その他の件ですけども、議題にもあります津市総合計画後期基本計画

への意見調整についてということで、Ａ4の紙があります。先程いわれま

したように高齢化の担い手不足もふれておられましたので割愛させてい

ただきたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。 

 他にその他ございますか。ないようですのでこれですべての議案も終

わりましたので、本日の審議会を終了させていただきます。 

 皆さん方には朝早くから審議会にご出席をいただきましてありがとう

ございます。これからも審議会をよろしくお願いいたしまして終わりた

いと思います。 

 


